しかべ乳児等通園支援事業所重要事項説明書
 
１．運営主体 
	事業者の名称 
	鹿部町 

	事業者の所在地 
	鹿部町字鹿部２５２番地１ 

	事業者の連絡先 
	０１３７２－７－２１１１ 

	代表者氏名 
	盛田　昌彦 




２．事業所の概要 
	事業の種類 
	一般型乳児等通園支援事業 

	事業所名称 
	しかべ乳児等通園支援事業所 

	所在地 
	鹿部町字宮浜３１１番地４ （しかべ幼稚園内）

	連絡先 
	TEL ０１３７２－７－２４１７ 　FAX ０１３７２－７－２８４０ 

	責任者氏名 
	（保健福祉課長） 

	開設年月日 
	令和８年４月１日 




３．事業の目的・運営方針 
　（１）事業の目的 
　　　当事業所は、乳児等通園支援事業所の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当事業所を利用する乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）に対し、適切な乳児等通園支援を提供することを目的とする。

　（２）運営方針 
　　　・当事業所は、良質な水準かつ適切な内容を乳児等通園支援の提供を行うことにより、全てのこどもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
　　　・当事業所は、利用乳幼児の意思及び人格を尊重して、常に利用乳幼児の立場に立って、乳児等通園支援を提供するよう努める。
　　　・当事業所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、利用乳幼児の状況や発達過程を踏まえて乳児等通園支援を提供するよう努める。

４．提供する乳児等通園支援の内容 
　（１）乳児等通園支援の内容 
　　　当事業所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他の関係法令等を遵守し、保育所保育指に準じ、事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて、乳児等通園支援を提供する。 
 
　（２）食事の提供 
　　　給食・おやつの提供はありませんので、該当する時間帯に利用する場合は、ご自宅から持参してください。
	区分 
	時間帯 

	昼食 
	　午前１１時３０分から午後０時３０分まで 

	おやつ 
	　午前１０時００分から 午前１０時３０分まで
　午後 ３ 時００分から 午後 ３ 時３０分まで 




５．施設・設備等の概要
　（１）施設
	敷地面積
	　　　　　２,８０８㎡

	園舎の構造
	　コンクリートブロック造、鉄骨造

	園舎面積
	　　　　　　,９５５㎡

	園庭面積
	　　　　　１,６３５㎡



　（２）主な設備
	設備
	床面積
	備考

	保育室
	６室
	計 ３３５㎡
	各55.89㎡

	遊戯室
	
	２３８㎡
	

	子ども用トイレ
	２室
	計 　２５㎡
	



　（３）事業実施設備
	設備
	床面積
	備考

	保育室（ひよこ・あひる）
	
	各 ５５㎡
	しかべ保育事業の利用児と合同




６．職員体制 
	職種 
	員数 
	常勤 
	非常勤 
	備考 

	責任者 
	１人 
	１人 
	０人 
	 保健福祉課長が兼務

	保育士 
	１人 
	１人 
	０人 
	

	子育て支援員
	１人
	１人
	０人
	しかべ保育事業と兼務






７．事業実施日時 
　（１）実 施 日 ： 月曜日から金曜日まで 
　　　　　　　　　　※ ただし、祝日、お盆期間（８月１３日から１５日）、年末年始
　　　　　　　　　　　 （１２月２９日から翌年１月３日）を除く

　（２）実施時間 ： 午前９時００分から午後４時００分まで 


８．利用料 
　（１）金　　額 ： ３０分当たり１５０円 

　（２）支払方法 ： その月の利用に係る分を、町が発行する納入通知書により翌月末までに支払う

９．その他利用者負担金（実費相当分） 
　　傷害保険加入料（振込手数料含む）　９４０円　


１０．利用定員 （１時間あたり）
	区分 
	０歳児 
	１歳児 
	２歳児 
	備考 

	定員 
	２人 
	




１１．利用開始・利用に当たっての留意事項 
　（１）利用開始 
　　　利用開始前に面談を行い、子ども・保護者の心身の状況と子どもの養育環境を把握します。
　　　本説明書に記載の重要事項を説明し、同意を得た後に、利用を開始します

　（２）利用に当たっての留意事項
　　　・利用の予約は、利用希望日の７日前まで受け付けます。
　　　・予約後に利用しなくなった場合は、必ず予約のキャンセルを行ってください。
　　　・利用予定日の前日午後４時以降にキャンセルした場合、またはキャンセルせずに利用しなかった場合は、利用可能枠が消費されます。






１２．緊急時の対応
　（１）乳児等通園支援の提供を行っているときに、利用乳幼児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに家族又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる

　（２）乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、家族に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

　（３）利用乳幼児に対する乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害を賠償する。

１３．非常災害時の対策
　　非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施する。

１４．虐待等の防止のための措置
　　利用乳幼児の人権の擁護、虐待防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるよう努める。

１５．要望・苦情等に係る相談窓口
　　要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
	要望・苦情等受付担当
	　保健福祉課　子育て支援係　０１３７２－７－５２９１

	要望・苦情等責任者
	　保健福祉課長　　　　　　　０１３７２－７－５２９１

















